
岐阜市上下水道事業部競争入札参加資格審査(建設工事)に係る主観的事項審査要領   

別表２（第５条関係） 新旧対照表 

改正後 改正前 

別表２（第５条関係） 

主観点数評価基準 

 

評 価 項 目 評   価   基   準 

１ ＩＳＯ認証

取得 

 前年の１２月３１日現在、ＩＳＯ９００１を認証

取得している場合は２０点、ＩＳＯ１４００１を認

証取得している場合は１０点加点する。 

 

２ ＳＤＧｓの

達成に向けた

取組状況 

 前年の１２月３１日現在、ぎふＳＤＧｓ推進パー

トナー登録制度実施要綱に基づきゴールドパートナ

ーに登録されている場合は１０点、シルバーパート

ナーに登録されている場合は５点加点する。 

 

 

 

 

３ 工事成績評

定状況等   

（略） 

 

 

４ 資格停止措

置（岐阜市分

） 

 （略） 

 

 

５  環境配慮

状況 

（略） 

 

 

 別表２（第５条関係） 

主観点評価基準 

 

評 価 項 目 評   価   基   準 

１ ＩＳＯ認証

取得 

 前年の１２月３１日現在、ＩＳＯ９０００シリー

ズを認証取得している場合は２０点、ＩＳＯ１４０

０１を認証している場合は１０点加点する。 

 

２ 障がい者雇

用状況 

(１) 前年の６月１日現在、障害者の雇用の促進等

に関する法律に基づく雇用が義務付けられてい

る者で雇用義務を達成している場合は、１０点

加点する。 

(２) 同法に基づく報告義務のない者で身体障がい

者、知的障がい者又は精神障がい者である常勤

の役員又は使用人が在籍している場合は､１０

点加点する。 

３ 工事成績評

定状況等   

（略） 

 

 

４ 資格停止措

置（岐阜市分

） 

 （略） 

 

 

５  環境配慮

状況 

（略） 

 

 



６  ワークダ

イバーシテ

ィの取組状

況 

（障がい者雇用） 

(１) 前年の６月１日現在、障害者の雇用の促進

等に関する法律に基づく雇用が義務付けら

れている者で雇用義務を達成している場合

は、１０点加点する。 

(２) 前年の６月１日現在、同法に基づく報告義

務のない者で身体障がい者、知的障がい者又

は精神障がい者である常勤の役員又は使用

人が在籍している場合は､１０点加点する。 

（ぎふし共育・女性活躍推進） 

(３) 前年の１２月３１日現在、次世代育成支援

対策又は女性の職業生活における活躍の推進

に取り組んでいる企業として都道府県労働局

長が認定している場合は、１５点加点する。 

(４) （略） 

(５) 前年度に、本市から「ぎふし共育・女性活

躍企業」として次のいずれかの部門の認定を

受けている場合は、それぞれ３点加点する。

ア 共育企業部門 

イ 女性活躍企業部門 

 

 

 

（保護観察雇用者等の雇用） 

(６) 協力雇用主として岐阜保護観察所に登録さ

れている事業主が、審査基準日（１月１日）前

２年間に、保護観察対象者等を９０日以上雇

用している場合は、１０点加点する。 

 

 

６ 共育・女性

活躍推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 次世代育成支援対策又は女性の職業生活に

おける活躍の推進に取り組んでいる企業とし

て都道府県労働局長が認定している場合は、

１５点加点する。 

(２) （略） 

(３) 「ぎふし共育・女性活躍企業」として次の

いずれかに該当する場合は、それぞれ３加点

する。 

  ア 共育企業部門の認定を受けた場合 

  イ 女性活躍企業部門の認定を受けた場合 

 

ただし、（１）、（２）、（３）の加点合計は、１業

者１５点を限度とする。 

７  保護観察

対象者等の

雇用状況 

協力雇用主として岐阜保護観察所に登録されて

いる事業主が、審査基準日（１月１日）前２年間に

、保護観察対象者等を９０日以上雇用している場

合は、１０点加点する。 

 



（多様な人材による柔軟な働き方等の推進） 

(７) 前年の１２月３１日現在、岐阜市ワークダ

イバーシティ賛同企業公表制度実施要領に基

づき、賛同企業として公表の決定を受けてい

る場合は、１０点加点する。 

 

ただし、(１)～(７)の加点合計は、１業者３５

点を限度とする。 

７  地域貢献

に対する取

組状況 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  地域貢献

に対する取

組状況 

（略） 

      

 


